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食品関連事業者の皆様へ

新潟市オンライン申請システム
が便利です！

催物関連事業者の皆様へ

臨時食品営業許可申請は

いつでも

どこでも

簡単に

催物の10日以上前であれば24時間365日、申請が可能です。

窓口まで来なくてもパソコンから申請、クレジットカード支払い
が可能です。

申請者登録をしてフォームに沿って入力するだけで申請が可能です。

R6.7月作成

前回の申請内容を活用して、次回以降入力の省略が可能です。何度でも

①ｅ－ｎｉｉｇａｔａで検索🔍 ②手続き一覧をクリック ③臨時食品で検索🔍
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Step ２

Step ３

Step １

申請フォームに申請内容の
記入と、所定の様式の
Excelファイルを添付しま
す。

申請手数料をオンラインで
決済します。
クレジットカード決済のみ
受け付けております。

職員が申請内容を確認し
たのち、手数料確定のご
連絡をします。

Step ４ 手続き完了です

申請内容の入力

手数料確定の連絡を待つ

手数料を支払う

臨時食品営業許可に関して
は許可証等は発行しており
ません。手続き完了のメー
ルを適宜ご活用ください。

mailto:shokuanzen@city.niigata.lg.jp

